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神南一丁目北地区地区計画（原案）意見交換会 質疑概要 

 

■動画掲載 

日時  ：令和４年９月１２日（月）～令和４年１０月３日（月） 

掲載場所：渋谷区ホームページ 

視聴回数：４１回 

■会場実施 

日時  ：令和４年９月１６日（金）１０時～1１時３０分 

場所  ：渋谷区役所本庁舎１４階 大集会室 

参加者 ：１２名 

■会場でのご意見 

No. ご意見 回答 

１  質疑内容のまとめは、内容を要約しす

ぎているので、再掲して回答してほし

い。 

 質疑の内容については、要旨を変えること

なく要約して掲載するように心がけており

ます。 

２  周辺住民の意向、合意形成がなされな

いままに中高層建物の建替えが進むこ

とを危惧している。確認申請が下りる

前に、周辺住民を含めた合意形成を必

須とするように明記してほしい。具体

的には周辺住民の半数以上の合意が必

要だと考えている。 

 地区内で建替えを行う際は、「渋谷区中高層

建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に

関する条例」に基づき、周辺住民との合意

形成を適切に行っていただきます。 

３  規制緩和の仕組みを増築・改築する建

物に適用するのは難しく、新築が有利

な内容になっていると考えている。 

 本制度は、地域の特性に応じた機能を誘導

しながら老朽建築物の建替え更新を促進す

るという趣旨から検討しているものです。 

４  代々木第一、第二体育館と NHK ホール

の間を繋げ、避難経路として整備して

ほしい。また、ファイヤー通り北側の線

路上に桟橋施設を作って、にぎわいと

防災性を向上してほしい。 

 地区計画区域外のご提案になりますが、ご

意見として承ります。 

５  神南・宇田川周辺地域まちづくり指針

にて、まちづくり組織設立の検討を謳

っているが、実際に設立に向けて動い

ているのか。神南エリアでまちづくり

協議会を設立する場合、多様な人々が

参画できるように広い範囲で設定した

方がよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 現在、神南エリアでまちづくり協議会を設

立するといった具体的な検討は行われてい

ませんが、今後設立される際には、当該エ

リアの方々と意見交換をしながら進めてま

いります。 
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６  説明資料ｐ５において渋谷公園通商店

街振興組合から渋谷区へ「街並み再生

方針」の検討にかかる提案書が提出さ

れたとの記述があるが、商店街振興組

合だけでの話し合いでは、みんなでま

ちづくりをしているとは言えないので

はないか。 

 当該提案については、渋谷公園通商店街振

興組合の方々のみではなく、地元地権者の

方々と話し合いの結果、渋谷公園通商店街

振興組合が地域の意見として取りまとめ、

渋谷区に提出いただいております。 

７  シェアサイクルではなく普通の自転車

を使う人のことも考え、一般駐輪場や

優先整備路線についても言及してほし

い。 

 地区計画は区域内の土地や建築物に関する

ルールを定めるものです。駐輪場や優先整

備路線については、「渋谷区自転車通行環境

整備計画」等で定め、自転車利用環境の整

備推進を図っています。 

８  駐輪場は都会でも需要があるため、積

極的に対策に取り組んでほしい。 

 ご意見として承り、交通政策を担当してい

る部署に共有させていただきます。 

９  荷さばき場を周辺エリアでシェアする

ような仕組みを民間企業と連携して作

ってほしい。 

１０  神南エリアには公共の貸し会議室・社

交場が不足している。地区計画の中で

社交場を整備、運営することを明記し

てほしい。 

 地区計画の目標１において、神南らしい多様

な生活文化を発信する用途・機能を誘導する

こととしています。容積評価される用途につ

いては、これまで地域の皆さまと検討してき

た当地区の将来像を実現するために特に必

要なものを整備対象のメニューとしている

ものです。 

１１  当地区から一番近い一般開放の会議室

として美竹の丘の会議室を利用してい

るが、借用する場合、必要書類に参加

者全員の個人情報を記載する必要があ

る。単なる施設利用に個人情報の記載

は必要だと思えないので、改善してほ

しい。 

 ご意見として承り、関係所管に共有させて

いただきます。なお、各福祉施設の利用方

法の詳細については福祉部管理課福祉施設

係（03-3463-1896）にお問合せ下さい。 

１２  区としてはまちづくり協議会の設立を

推奨していないのか。 

 渋谷区では、渋谷区まちづくり条例の中で認

定まちづくり協議会について定めています

が、認定まちづくり協議会に限らず地域の

方々がまちづくりに積極的に参加すること

ができる場づくりは必要であると考えてい

ます。 

１３  制度を利用しない場合の建替えは通常

の手続きで行えるのか？別途必要にな

るのか？ 

 制度を利用しない建替えについては、通常

の地区計画区域内で必要な手続きで行うこ

とができます。今回ご説明した制度につい

て疑問点があれば、まちづくり第三課にご

相談ください。 

 


